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ドイツの社会保障改革の動向
一 年金保険,疾 病保険ならびに介護保険の制度改革を中心にして
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少子 高齢社 会の 進展 の 下,社 会保 障制 度 を持 続 可能 な ものへ と改革 す るこ とは,

最 も重 要な政 策課題 とな って い る。 本稿 で は,2005年 に誕生 した大 連立 政権 におい

て 目下取 り組 まれ て い る ドイ ツの社 会保 障改 革 につ いて,年 金 ・医療 ・介護 の3つ

の社 会保 険改 革 に焦点 を当て,近 年 の改 革 とその 重要 な指針 となっ てい る リュール

ップ委 員会報 告 につ いて概観 しなが らその動 向 を明 らか に して いる。 また,現 状 の

改革 に関す る留意 点 につ いて,ド イツの社 会保 障研 究の代 表 的論者 で あ るW.シ ュメ

ール の所 説 に依 拠 しな が ら検 討 してい るが,シ ュメール は,① 明確 な構 想 に も とつ

く制 度改 革の必 要性,② 保 険構 想 に も とつ く改革 と 「保 険 にな じまな い給付」 への

扶 助構 想 の適用,③ 家族 政策 的措 置 の体系 化 と人的 資本形 成の 重要性,を 改革 を進

め る上 での重要 な論 点 と して指摘 す る。 これ らの諸 点 に注意 しつつ今 後 の改革 を見

て いか なけれ ばな らな いだ ろ う。

キー ワー ド ドイ ツ,年 金保 険,疾 病 保険,介 護 保険

1は じ め に

今 日,戦 後の福祉国家体制の下で築 き上げ られてきた社会保障制度が大 きく揺 らいできて

いる。 とりわけ,人 口の少子 ・高齢化の進展 は,社 会保障支出のさらなる増大を引 き起こし,

現役世代の負担を過剰なほどに高めることになる。現役世代にとって負担可能な範囲に社会

保障支出を抑え,社 会保障制度を持続可能で安定 した制度へ と改革することは,今 日の最 も

重要な政策課題 ということがで きる。本稿の対象 とする ドイッにおいて も,事 情 は同様であ

り,社 会保障の中心 となる社会保険(年 金保険,疾 病保険,介 護保険ならびに失業保険)の

保険料率を全体で40%以 下に抑えながら,社 会保障制度を持続可能な制度へ と改革すること

は,メ ルケル(A.Merkel)を 首班 とし2005年 に誕生 したCDU-CSUとSPDの 大連立政権の
1)

合意事項 となっている。

もちろん,社 会保障制度の改革については,ド イツにおいても,す でにさまざまな改革が

実施されてきている。とりわけ,第2次 シュレーダー(G.Schr6der)政 権(2002-2005年)の
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下,社 会保障の制度改革 に関わ る2つ の委員会が設けられ,そ の委員会の提言にもとづ き,

一連の重要な改革が実施 され た。一つは,首 相の諮 問委員会 として設けられたハル ッ(P.

Hartz)委 員会(2002年 最終報告)で あ り,直 接的には400万 人を超 える失業者 を削減するた

めに必要な労働市場改革に関す る政策提言を目的 とするものであった。この委員会では,社

会保障にかかわる事項 として失業手当な らびに失業扶助の支出削減策についても検討がなさ

れ,そ の提言にもとづ き,失 業手当の給付期間の短縮や失業扶助の見直 し等の制度改革が実
2)

施 された。いま一つは,旧連i邦保健・社会保障相によって招聰 されたリュールップ(B.RUrup)

委員会(2003年 最終報告)で あ り,年 金保険,疾 病保険ならびに介護保険の財政 を長期的に

安定化させるための改革提言を目的 とするものであった。この リュール ップ委員会の改革提

言に関 しては,年 金保険に関する提言の一部が実施に移 された ものの,そ れ以外の提言,と

りわけ疾病保険と介護保険の制度改革については,現 在の大連立政権における重要な検討課

題 となっていゐ 。

このように ドイツではさまざまな改革が実施 されてきているが,本 稿は,今 後の高齢社会

の下で とりわけ重要になる年金保険,疾 病保険ならびに介護保険に焦点をあて,ド イッにお

けるこれら3つ の社会保険の制度改革の動向について検討することを目的 とする。すでに述

べたように,こ れ ら3つ の社会保険の制度改革については,リ ュール ップ委員会報告が,今

後の改革の方向を見るうえで,重 要な視点を提起 して くれる。それゆえ,以 下ではまず,こ

の リュール ップ委員会報告の内容を,近 年,実 施されてきた制度改革 とともに紹介 し,そ の

上で,今 後,社 会保障制度改革を進めるにあたって留意すべ き点 を明 らかにしてい くことに

する。

2ド イツの社会保険の制度改革の方向

2,1年 金 保 険 の 制 度 改 革

リ ュ ー ル ッ プ 委 員 会 に よ れ ば,ド イ ツ の 「法 定 年 金 保 険 」(gesetzlicheRentenversicherung)

は,「 保 険 原 則 」(Versicherungsprinzip),「 関 与 等 価 原 則 」(PrinzipderTeilhabenaquiva・

lenz),「 所 得 代 替 機 能 」(Einkommensersatzfunktion),「 賦 課 方 式 」(Umlageverfahren),「 社

3)

会的調整」(SozialerAusgleich)の5つ の基本原則 にもとついて編成 されている。すなわち,

まず法定年金保険は,保 険料 という形での事前の拠出を前提 としたうえで,高 齢時の所得不

足,稼 得能力の減少ならびに遺族 というリスクに対する集団的保障を提供 している(保 険原

則)。つぎに保険料の拠出 と年金給付の関係については,労 働報酬に比例 して保険料を負担 し,

その負担 した過去の保険料 に応 じて年金給付額 を算定す る仕組みがとられている。具体的に

は,毎 年,各 被保険者は,被 保険者全体の平均報酬に対する自らの労働報酬の比率をその年

の 「報酬点数」(Entgeltpunkte)と して獲得する。この報酬点数を保険期間を通 して総和 した
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点数に,毎 年絶対額 で決定 される 「年金現在価値」(aktuellerRentenwert)が 掛け合わされ

ることによって,各 人の年金給付額は決定され るのである。こうした年金給付額の算定方式

をとることによって,法 定年金保険においては,関 与等価原則が成 り立つことになる。つま

り,あ る時点の被保険者は,同 じ高さの保険料負担に対 し,同 じ価値の年傘給付請求権を獲

得す ることができるのである。 さらに,法 定年金保険は,勤 労生活時の所得 に代替する所得

代替機能を果たすことを基本原則 とし,そ のために,年 金給付水準の実質価値の維持がはか

られている。具体的には,先 に述べた年金現在価値が,「年金調整公式」(Rentenanpassungs-

forme1)に したがって,賃 金水準の上昇等に合わせてスライ ドさせ られるのである。 また,

法定年金保険の財政に関 しては,世 代間契約の考えにもとづ き,賦 課方式が とられている。

それゆえ,収 入不足に備えるための準備金 は存在するが,将 来の年金支払 いにあてるための

積立金 は必要 とされない。ただ し,法 定年金保険の財政は,保 険料収入だけで賄われるので

はな く,連 邦による補助金 も,重 要な収入源 となっている。とりわけ,法 定年金保険におい

ては,児 童養育期間の考慮に見 られるように,保 険料の拠出が実際にはなされていないいわ

ゆる 「保険にな じまない給付」(versicherungsfremdeLeistungen)が 社会的調整の原則にし

たがって行われているが,こ の給付 は,連 邦の補助金で賄われるようになってきているので

ある。

リュール ップ委員会は,法 定年金保険の制度改革を検討するにあたって,ま ず,こ れ らの

基本原則を今後 とも維持 し,そ の原則の変更につながるような改革を明確に拒否するとの基

本的立場をとる。それゆえ,税 を財源 とした基礎年金システムへの転換や賦課方式か ら積立

方式への転換 といった改革案は,委 員会によって明確 に拒否されるのである。その上で,委

員会は,第1次 シュレーダー政権(1998-2002年)の 下で実施された 「2001年年金改革」を正
4)

しい改革の方向として評価する。その改革の方向とは,賦 課方式にもとつ く法定年金保険を

老齢保障の中心 としてあくまで維持 し,た だ しその保険料負担が少子 ・高齢化の進展のなか

で現役世代 に過重なものになちないように,年 金給付水準をある程度引き下げ,こ の年金給

付水準の引 き下げを補完するために,私 的老齢保障(企 業年金ならびに私的年金)の 拡充 を

はかるというものである。その具体的な施策 として,2001年 年金改革ではまず,私 的老齢保

障への加入を促進するための国家助成の制度が導入された。すなわち,私 的老齢保障への加

入は任意であるが,一 定の基準 を満たす私的老齢保障に加入 した者は,補 助金ないし税制上

の特別支出控除を受けることがで きるようになったのである。補助金は,基 本手当と子供の

数に応 じて付加される児童加算か らな り,表1ζ?よ うに2008年 まで4段 階で引き上げ られ る。

一方,特 別支出控除は,同 じく2008年 までに4段 階で控除額の上限が引き上げられ,こ の上

限まで,自 己拠出額 と補助金 との合計額が支出控除の対象 となる。対象者は,補 助金か特別

支出控除かのいずれか有利な方を選択す ることができるが,た だ し,そ れらを満額受給する
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表1私 的老齢保障に対する国家助成

年
満額受給のための保険料

(補助金を含む)
基本手当

児 童 加算(子 供

一人 あ た り) 特別支出控除上限

2002-2003 前年所得の1% 38ユ ー ロ 46ユ ー ロ 525ユ ー ロ

2004-2005 前年所得の2% 76ユ ー ロ 92ユ ー ロ 1050ユ ー ロ

2006-2007 前年所得の3% 114ユ ー ロ 138ユ ー ロ 1575ユ ー ロ

2008以 降 前年所得の4% 154ユ ー ロ 185ユ ー ロ 2100ユ ー ロ

ためには,表1に 示される保険料(補 助金 を合む)を 支払わねばならない。これよりも低い
5)保険料 し

か支払わない場合には,国 家助成が減額 されることになる。

このような国家助成を通 じて,私 的老齢保障が奨励されるが,こ れにより法定年金保険の

年金給付水準の引き下げをはかることが可能となる。そのために,年 金給付水準の算定の基

礎 となる年金調整公式が表2の ように変更 された。ここで,年 金調整公式の 「老齢保障割合」

(Altersvorsorgeanteil)と いうのは,先 の国家助成の対象 となる私的老齢保障にたいする保

険料負担を考慮 したものであり,2009年 まで8段 階で引き上げられる。 もちろん,こ の老齢

保障割合は,い わば私的老齢保障に対す る見 なし保険料率にすぎず,実 際にそれだけの保険

料負担が行われていることを意味するものではない。式を見れば明 らかなように,年 金現在

価値 は,平 均総賃金の上昇率分引き上げられるのではなく,法 定年金保険の保険料率 と老齢

保障割合の和(い わば,私 的老齢保障を含めた保険料率)が 上昇 した場合 には,引 き上げ率

が抑制されることになる。 もちろん,老 齢保障割合は,2009年 までは年々引き上げられるこ

とから,そ の分,年 金現在価値の引 き上げ率が抑制され,年 金給付水準の引き下げにつなが

ることになるのである。

表2年 金調 整公 式 の変頑`2001年 年 余改 革、

2001年 か ら2009年 ま で

細 瓦一1X幾 ・}畿≡鍛ll≡奏跨il

2010年 以降

岬 凡一1×器ll・畿 ≡鑑;器1≡鰐:li

AR:年 金 現在価 値,BE:被 用者 の平均 総 賃金,AVA:老 齢保 障割 合,RVB:法 定 年金保 険

料 率(た だ し,老 齢 保 障 割 合 は,2002年(0.5%),2003年(1.0%),2004年(1.5%),2005年

(2.0%),2006年(2.5%),2007年(3.0%),2008年(3.5%),2009年(4.0%))

この ような改革がなされることによって,2001年 年金改革当時の推計では,2030年 まで法

定年金保険の保険料率は22%以 下に抑え られ,現 役世代の平均純賃金の70%と される標準年

金(保 険期間が45年 で,そ の間,被 保険者の平均労働報酬を得ていた者に支給される年金)
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水準 も,今 後引き下げが予定されているものの2030年 まで67%を 下回ることはないとされた。

しか しなが ら,リ ュール ップ委員会によれば,2001年 年金改革の基礎におかれたさまざまな

前提,と りわけ人口動態予測がその後の展開により適切な ものでなくなったこと ・々ら,こ う

した2001年 年金改革の計画は達成することがで きず,さ らなる改革が必要 とされるのである。

この ような基本認識にもとづ き,リ ュール ップ委員会は,私 的老齢保障のさらなる拡充とと
6)

もに,と りわけ次のような2つ の改革が必要であると主張する。すなわち,一 つは年金支給

開始年齢の引 き上げであり,い ま一つは年金調整公式への 「持続性要素」(Nachhaltigkeits-

faktor)の 導入である。以下,こ れら二つの改革提言を簡単にみておくことにしよう。

① 年金支給開始年齢の引き上げ

法定年金保険において,現 在,老 齢年金を減額 なしで受給できる人の年金支給開始年齢 は

65歳であるが,リ ュール ップ委員会によれば,こ の65歳 の人の平均余命は,男 性15.79年,女

性19.51年 かち2040年 には男性18.96年,女 性23.17年 に上昇す ると見込まれる。こうした余命

の延長は,当 然のことながら,年 金支出の増大を招 くことになる。これに対処す るために,

委員会 は,年 金支給開始年齢 を65歳 から67歳へ と引き上げることを提言する。 もちろん,こ

うした年金支給開始年齢の引き上げを行 うためには,同 時 に,生 涯労働時間の延長がはから

れねばならない。 しか しながら,ド イッでは,早 期退職への意向が強 く,高 齢者の労働参加

が低いため,実 際に生涯労働時間の延長が実現 されるためには,高 齢者の労働参加 を高める

ための施策が必要になってくる。 とりわけ,高 齢者の労働の質を向上 させるための職業教育

や再教育の実施,高 齢者の健康状態を維持す るための予防とリハビリの充実,早 期年金受給

への誘因の解体等が必要とされるのである。

② 年金調整公式への持続性要素の導入

リュール ップ委員会 は,以 上のような年金支給開始年齢の引き上げに加え,法 定年金保険

の財政を人 口構造の変化だけでな く,移 民の動 きや人々の就労活動の変化に対 しても安定 し

た もの とするために,年 金調整公式の変更を提言する。賦課方式をとる法定年金保険にとっ

て,そ の財政状況 を規定 してくるのは,保 険料支払者に対する年金受給者の比率である。こ

の比率は,人 口構造の変化だけでな く,移 民の動きや人々の就労活動の変化によっても,変

動することになる。それゆえ,こ うした変化に も対応するために,保 険料支払者が相対的に

増加 した場合にはより高い年金調整 に,逆 に年金受給者が相対的に増加 した場合にはより低

い年金調整 に導 くような要素(持 続性要素)を 組み込んだ年金調整公式への変更が必要 とさ

れるのである。

リュール ップ委員会が示 したこれ ら2つ の主要な改革提言のうち,年 金調整公式への持続

性要素の導入に関 しては,2003年 の 「年金保険持続法」によって実現 された。すなわち,年

金調整公式が表3の ように変更されたのである。
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申 ら 左 △.鯛 齢 ハ ート(瘤 雷'AAA几 左 ル ム 、』一け。、

re'一即 器 二・19Sgil9:1:≡鑑:≡1≡器 ≡1・{(1器三i)×α+1}

RQ:年 金 受 給 者 比 率(保 険 料 支 払 者 に対 す る 年 金 受 給 者 の 比 率)

た だ し,α の 値 は0.25で あ り,AVAは,2003年(0.5%),2004年(1.0%),2005年(1 .5%),

2006年(2.0%〉,2007年(2.5%),2008年(3.0%),2009年(3.5%),2010年(4.0%)以 降

固 定 とな る。

残る年金支給開始年齢の引き上げに関 しては,現 在のメルケル政権の課題 となっているが,

すでにCDU-CSUとSPDの 大連立政権の合意事項 となっていることか ら,高 齢者雇用の促

進策 とともにいずれ導入がはか られるもの と思われる。

2.2疾 病保険の制度改革

ドイツではすでに1970年 代 に費用爆発と称されるほどの医療支出の急激な増大が始まった

ことか ら,1977年 の 「法定疾病保険支出抑制 ・構造改革法」以来,今 日にいたるまで,さ ま

ざまな医療支出抑制策が講 じられてきている。その抑制策については,CDUの コール(H.

Koh1)政 権の下で制定された1992年 の 「医療保障構造法」によって,今 日まで続 く改革の方

向性が示されたということがで きる。すなわち,医 療保障制度に競争原理を導入 し,各 主体

に医療支出抑制的行動をとらせる誘因を設定するという改革の方向が明確に示 されたのであ

る。 リュール ップ委員会 も,こ うした方向での支出サイ ドでの改革が今後 とも必要であると

の立場をとる。そこで,こ こでは医療保障構造法以降の支出抑制策 を,各 行為主体への誘因
7}

設定という視点か ら,ま ず簡単に整理 してお くことに しよう。

これまでに実施されてきた医療支出抑制策は,誘 因づ けの対象 となる主体,つ まり保険者

である疾病金庫,医 療サービス供給者,な らびに被保険者,に 応 じて,3つ に分 けてとらえ

ることがで きる。まず,保 険者である疾病金庫にたい しては,保 険料率引 き下げへの誘因を

与えるために,医 療保障構造法 によって,被 保険者の疾病金庫選択の自由が大幅に拡大 され

た。これにより,被 保険者の獲得をめぐる疾病金庫間の競争が強化 され,保 険料率の引き下

げやサービスの向上 につながると期待されたのである。 しか しながら,各 疾病金庫の間には

被保険者の年齢構成,性 別,所 得水準の違いなどにより,保 険料率やサービスの面ですでに

大 きな格差が存在 したことから,疾 病金庫問の競争条件を揃えるための措置があわせてとら

れることになった。すなわち,財 政基盤の強い疾病金庫から調整金を徴収 し,そ れを財政基

盤の弱い疾病金庫に交付する 「リスク構造調整」(Risikostrukturausgleich)の 導入である。

この リスク構造調整によって,疾 病金庫間の保険料率の格差が是正 されるとともに,同 時に

疾病金庫間の競争によって保険料率の引 き下げが実現 されると期待 されたのである。
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こうした疾病金庫間競争とリスク構造調整の枠組みは,当 初は一定の効果 をあげ,1998年

に誕生 したシュレーダー政権 によっても,医 療支出抑制のために不可欠なものとして受け入

れられた。 しか しなが ら,こ の方式には,一 つの大 きな欠陥が存在 した。それは,リ スク構

造調整において,各 疾病金庫の被保険者の罹患率が財政調整の対象 とされなかったことであ

る。そのため,罹 患率の差による財政格差は残 されることにな り,そ の結果,疾 病 リスクの

低い被保険者ほど,保 険料率の低 い疾病金庫へと移動 し,保 険料率の格差が拡大す るという

事態が生 じてきたのである。この問題 に対処するために,シ ュレーダー政権 は,2001年 に 「リ

スク構造調整改革法」を制定 し,こ れにより,被 保険=者の罹患率を考慮 した財政調整が行わ

れるようになってきている。

つ ぎに,医 療サービスの供給者にたい しては,報 酬システムの変更を通 じて,支 出抑制へ

の誘因づ けをはかる改革が実施された。これに関する典型的事例は,医 療保障構造法による

入院診療部門での 「1件 当た り包括払い」(Fallpauschal)方 式の導入である。従来,入 院診

療報酬に関 しては,「 実費用補填原則」(Selbstkostendeckungsprinzip)が 適用され,各 病院

の必要 とする費用がすべて入院診療報酬 として支払われる仕組みになっていた。 しか しなが

ら,こ のや り方では,か かった費用がすべてカバーされる以上,病 院の側に費用節約への誘

因が働かず,非 経済的な経営や診療行為を引き起こす原因となっていた。このため,医 療保

障構造法において,1件 当た り包括払いを柱 とする新たな入院診療報酬制度が導入 されたの

である。1件 当た り包括払いとは,特 定の療養1件 当た りに必要な費用を算定 し,病 院には

その金額内で当該患者の入院診療 をおこなわせ るというものである。これにより,病 院はで

きるか ぎり経済的に当該患者の診療 を行うことで利益をあげることができるようにな り,病

院の経済性の向上がはかられると期待されたのである。こうした入院診療報酬制度の改革の

方針 もまた,シ ュレーダー政権 によって受け入れられ,と りわけ包括払い方式の導入が入院

診療の一部にとどまっていたことから,「2000年 医療保障改革法」によって,入 院診療全般 に

適用 される包括的な診療報酬制度の段階的導入がはかられることになったのである。

最後に,被 保険者にたい しては,医 療サービスへの要求を控えるように誘因づける一連の

措置が講 じられた。ただ し,こ の被保険者への誘因づけに関 しては,被 保険者の経済的負担

の増加につながるため,上 記2つ の制度改革 とは違い,こ の施策の導入をはかってきたCDU

とこれに批判的なSPDと の間の対立点となってきた。事実,1998年 の政権交代によって,コ

ール政権下で決定 された被保険者の負担増につなが る措置が広範囲にわたって撤回されたの

である。 しか しながら,2003年 に与野党合意の上で制定 された 「医療保険近代化法」におい

ては,被 保険者にもいっそうの経済的負担を求める一連の改革が導入 され,こ の点でも改革

の方向性について一定の合意が成立 した ということがで きる。

被保険者の誘因づけに関 してとられてきた施策 としては,ま ず第一に患者の自己負担の導
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入 と拡大をあげることができる。医療サービスの給付を受けるさいの一部負担金 に関 しては,

これまで何度 も,そ の金額の引 き上げと対象範囲の拡大がはかられてきた。 とりわけ医療保

険近代化法 においては,こ れまで一部負担金 を支払う必要のなかった外来診療に関 しても,
8)

患者の自己負担が導入された。 また,保 険給付の対象 となる医療サービスの範囲の見直しも

進められて きてお り,給 付対象から除外されたサービスに関 しては,患 者の全額 自己負担 と

なる。

こうした自己負担の拡大に加え,近 年の改革で注目されるのは,被 保険者と疾病金庫の契

約への民間保険的要素の導入である。 とりわけ医療保険近代化法においては,被 保険者によ

る実物給付 と費用補填方式 との選択制,任 意被保険者が一定額の 自己負担を条件に費用補填

方式を選択 した場合の保険料引き下げ契約,任 意被保険者が1年 間保険給付を受けなかった

場合の保険料一部還付,予 防活動や特定のサービス契約 を行った被保険者へのボーナスの支

給等が導入 され たのである。

以上,簡 単にこれまでの医療支出抑制策 について見て きたが,す でに述べたように,リ ュ

ール ップ委員会は,こ うした方向での支出サイ ドでの改革を今後 とも必要なものと位置づけ

る。 しか しなが ら,委 員会 によれ ば,支 出サイ ドだ けでの改革 では,「法 定疾病保険」

(gesetzlicheKrankenversicherung)財 政を安定化させることはできず,こ れまで手をつけ
9)

られることのなかった財政サイ ドでの抜本的改革が必要 とされるのである。 この財政サイ ド

での改革に関 して,リ ュール ップ委員会は,と りわけ2つ の選択肢を提示する。一つは,全

国民を包括する 「国民保険」(BUrgerversicherung)モ デルであ り,い ま一つは,「定額健康保
10)

険料」(pauschaleGesundheitspramien)モ デルである。それぞれについて,簡 単に見てお く

ことに しよう。

① 国民保険モデル

現在の法定疾病保険制度は,国 民皆保険とはなっておらず,法 定疾病保険への加入を義務

づけられている被保険者は,所 得が保険加入限度額以下の被用者 を中心として,失 業者,学

生,年 金受給者 など国民の一部に限定されている。それ以外の国民は,任 意被保険者 として

法定疾病保険に加入 したり,民 間疾病保険に加入 した り,あ るいは官吏等のように独 自の給

付 を受けたりしている。国民保険モデル は,こ うした現在の制度を改め,あ らゆる国民 を法

定疾病保険の被保険者 とし,法 定疾病保険を通 じて全国民に必要な医療保障 を提供 していこ

うとするものである。

そのために必要な措置 として,ま ず被保険者集団の拡大がはか られねばならない。 これに

関 しては,保 険加入限度を廃止す ることによって所得の高い被用者を義務被保険者 とするこ

と,自 営業者や官吏などこれまで法定疾病保険への加入を義務づけられていなかった集団に

も加入義務 を課す ることが必要な施策として提言される。 また,保 険料を所得比例 とする現
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行の保険料算定方式は維持 されるが,被 用者を主たる対象とした法定疾病保険を全国民を対

象 とす る国民保険へと改革することに合わせて,保 険料算定べ一スを現行の賃金所得から,

資産所得 を含むあらゆる種類の所得へ と拡大することが必要 とされる。 さらに,保 険料の課

せ られる所得の上限である保険料算定限度額 を引き上げ,保 険料負担の逆進性 を緩和するこ

とも,合 わせて必要 とされ る。

② 定額健康保険料モデル

定額健康保険料モデルは,所 得比例の保険料算定方式 を完全に廃止 し,そ れにかわって定

額の保険料を被保険者が支払う方式に変更 しようとするものである。 リュール ップ委員会は,

その具体的な方式 として以下のようなものを提言する。

(1)同 じ疾病金庫に属するあ らゆる被保険者は,同 額の定額保険料 を支払 う。この定額保

険料 は,各 被保険者が加入する疾病金庫の一人当た り医療支出額 に等 しくなるように設定

される。 したがって,疾 病金庫間ではサービス内容や経営の効率性 に応 じて定額保険料に

差が生 じ,そ の結果,サ ービスの質や効率性をめ ぐる競争が期待される。

(2)保 険料の雇用者負担分は廃止 し,こ れまでの負担分は賃金支払いに組み込む。

(3)法 定疾病保険制度から,所 得再分配的課題は,完 全に切 り離す。 したが って,定 額の

保険料負担が過剰 となる低所得の被保険者にたい しては,全 額税負担による補助金を支給

する。

(4)現 在,保 険料支払いが免除されている成人の家族被保険者に関 しては,保 険料免除を

廃止する。そのかわ りに,家 族政策的配慮 に関 しては,全 額税負担 による補助金支給で対

応す る。

以上のように,・リュール ップ委員会は,財 政サイ ドでの改革 として2つ の案を提起するが,

いずれ も現行の法定疾病保険制度の抜本的改革を目指すもの となっている。基本的にはSPD

は国民保険モデル を,CDUは 定額保険料モデル を支持 しており,現 在の大連立政権における

対立事項 となってきたが,大 連立政権内の協議 を通 じて,新 たな医療保険改革案 として 「健

康ファンド」(Gesundheitfonds)モ デルが浮上 し,2006年7月,こ のモデルでとりあえずは基

本的合意に達 している。合意内容は,次 の ようなものである。

(1)新 たに 「健康ファン ド」 を創設 し,保 険料や一般財源からの拠出は一端 この基金 に集

められ る。

(2)保 険料率は未定だが,被 用者,雇 用主 ともに法律により定められる。

(3)各 疾病金庫は被保険者一人あた り定額の資金をファンドから受け取 る。加えて,被 保

険者の年齢,罹 患率,性 別などに応 じた 「リスク調整交付金」(riskoadjustierteZuweisu-

ngen)が 支給 される。

(4)子 供の共同保険は保険料を無料 とし,そ の財源は税を充てる。
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(5)各 疾病金庫は運営状況により,黒 字の場合は被保険者に還付 し,赤 字の場合は定額か

定率のいずれかの方法で追加保険料を被保険者に求めることができる。ただし,追 加保険

料の額は世帯所得の1%を 越えてはな らない。

この案では,フ ァン ド設立で財源を一元的に管理 し,ま た社会政策的な課題については全

額税負担で対応することによって,財 政の透明化が図 られている。特 に子供のi共同保険の保

険料無料化の負担 を一般財源にすることは,被 保険者に限らずすべての国民へ とその負担を

拡大することが併せて意図されている。 また,還 付お よび追加保険料の方式を取 り入れるこ

とで,疾 病金庫間の競争促進が図られている。

この健康ファンドモデルについては,保 険料負担や管理 コス トの増大に対する懸念などが

取 りざたされている。特 に,リ ュール ップ委員会を率いたリュールップは,こ の案について

構造問題をなんら解決するものではないとして強 く批判を加えている。また,保 険料率や財

源 をはじめとして,詳 細については今後の決定事項 として残 されてお り,引 き続 き今後の動

きを見る必要がある。

2.3介 護保険の制度改革

1994年 の 「介護保険法」によって導入された ドイッの 「社会的介護保険」(sozialePflege・

versicherung)に 関 しては,今 日までそれほど大 きな制度改革は,実 施されていない。しかし,

このことは,現 行の制度になんら問題がな く,将 来的にも持続可能であることを意味するも

のではない。

表4は,社 会的介護保険導入以降の財政状況を示 した ものである。表 より明 らかなように,

1999年 以降,社 会的介護保険は財政赤字が続いている。このような状況にあ りなが ら,法 律

で決め られている1.7%の 保険料率の引 き上げがなされなかったのは,社会的介護保険導入当

初 に形成 された積立金が存在 したか らにほかならない。 しか しなが ら,こ の積立金 も,2007

年 には枯渇すると見積 もられている。

この ように社会的介護保険は厳 しい財政状況におかれているが,保 険給付支出は今後,さ

らなる増大が予想され る。保険給付支出増大の もっとも大きな要因は,高 齢化の進展にとも

表4社 会 的介護 保険 財政 の推 移(単 位:10億 ユーロ)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

収 入 8.41 12.04 15.94 16.00 16.32 16.55 16.81 16.98 16.86 16.87 17.49

支 出 4.97 10.86 15.14 15.88 16.35 16.67 16.87 17.36 17.56 17.69 17.86

収 入 一支 出 3.44 1.18 0.80 0.13 一〇
.03

一〇
.13

一〇
.06

一〇
.38

一〇
.69

一〇
.82

一〇
.36

(資 料 出 所 連 邦 健 康 省 ホ ー ム ペ ー ジ(http;〃www.bmg.bund.de/cln.041/nn-773096/SharedDocs/Download/DE/

Themenschwerpunkte/Pflegeversicherung/lnformationen/03・Die・Finanzentwicklung-der・sozialen・PV.templateld胃

raw.property・pubilcationFile.pdf/03・Die・Finanzentwicklu㎎ ・der・sozialen・PV.pdf)よ り作 成)
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なう要介護者,す なわち社会的介護保険受給者の増加である。社会的介護保険の受給者は,

1996年 の約155万 人か ら2005年 の約195万 人へ と増え続けているが,リ ュール ップ委員会の推

計では高齢化の進展 とともに今後,さ らに上昇 し,2030年 には310万 人に達すると見込まれて
11)

いる。保険給付支出の増大をもたらす要因は,そ れだけではない。社会的介護保険において

は,基 本原則である 「収容介護に対する在宅介護の優先」 を実現するために,現 金給付制度

を設ける等,い わゆる 「ホーム吸引」(Heimzog)効 果が生 じないようにする工夫がなされて

いる。表5は,社 会的介護保険の保険給付限度額 を示 しているが,要 介護状態が低い介護段

階1お よびIIで は在宅介護給付の方が完全収容介護給付よりも,給 付限度額が低 く抑えられ

ている。さらに,在 宅介護の場合 には,要 介護者は実物給付か現金給付かを選択することが

できるが(両 方を組み合わせることも可能),現 金給付である介護手当を受給 した場合には,

さらに限度額が低 くなる。それゆえ,こ うした現金給付があることによって,要 介護者が収

容介護 よりも在宅介護,在 宅介護の中でも介護手当を受給 して くれ るほど,保 険給付支出は,

低 く抑えられることになる。実際,当 初はこうした選択傾向が見られたものの,す でに要介

護者の選択は,逆 の方向に,す なわち在宅介護から収容介護へ,在 宅介護の場合には現金給

付から実物給付へと動いてきている。数値 を紹介すれば,収 容介護受給者の比率は,制 度導

入当初の1996年 には25%程 度であったものが,2005年 には約33%に 増加 してきている。また,

給付種類別でみた介護手当受給者の比率は,1996年 の60%か ら,2005年 には48%へ と低下 し
12)

てきている。この傾向が今後 も続 くとすれば,保 険給付支出は,い っそう増加 していかざる

をえな くなるであろう。

表5介 護 給付 の段 階別 限度 月額(単 位:ユ ーロ)

介護段階1 介護段階II 介護段階m

在宅介護給付(実 物給付) 384 921 1432

介護 手 当' 205 410 665

部分収容介護給付 384 921 1432

完全収容介護給付 1023 1279 1432

こうした財政上の問題 に加え,現 行の社会的介護保険の問題 として,リ ュール ップ委員会
13}

が とりわけ重視す るのが,す でに述べた保険給付限度額の問題である。すなわち,現 行の給

付限度額は,法 律で固定されてお り,物 価や介護費用の上昇に合わせて自動的に引き上げら

れる形にはなっていないのである。このため,限 度額が今後 とも維持された場合,保 険給付

の実質価値の減少 をもたらすことにな り,ひ いては,要 介護 リスクに対する保障としての社

会的介護保険の意味を失わせることになりかねないのである。 しかも,給 付限度額 を超える

介護費用はすべて要介護者の自己負担 となることから,給 付限度額の維持 は,今 後,予 想さ
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れる介護費用の上昇からして,要 介護者の自己負担能力を超える負担をもたらす可能性があ

る。このことは,社 会援護受給者の削減 とい う社会的介護保険の重要な目的を損ない,ふ た

たび社会援護受給者 を拡大させ ることにつながるのである。

社会的介護保険に関 しては,以 上のような状況にあることから,リ ュール ップ委員会は,
14)

以下のような制度改革が必要であると提言す る。

① 介護給付限度額のダイナミック化

給付限度額の制度それ自体は,介 護領域における費用爆発を回避するために必要であ り,

今後 とも維持されねばならない。 しか しなが ら,保 険給付の実質価値が低下することは避 け

ねばならず,そ のために現在,固 定されている給付限度額 を,物 価ならびに賃金の上昇率に

合わせて引 き上げるようダイナ ミック化する必要がある。

② 在宅介護 と収容介護の給付限度額の統一

現在,介 護段階1お よびIIに 関 しては,収 容介護の給付限度額の方が在宅介護の給付限度

額 よりも高 く設定されている。 しか し,こ れでは在宅介護 よりも収容介護を受給 しようとす

る誘因が働 くことになる。それゆえ,収 容介護に対す る在宅介護の優先の原則 をいっそ う徹

底するために,介 護段階1お よびIIの 在宅介護の給付限度額を引き上げ,逆 に収容介護の給

付限度額を引き下げる形で給付限度額を統一する必要がある。具体的には,介 護段階1に つ

いては400ユ ーロ,介 護段階IIに ついては1000ユ ーロに給付限度額 をそれぞれ統一 し,ま た,

介護段階IIIについては,現 在の給付限度額では収容介護の費用 を賄うのに十分ではないこと

から,1500ユ ーロへ と引き上げることが提言されている。なお,介 護手当に関 しては,現 在

の水準からのダイナ ミック化が必要 とされる。

③ 世代間の負担調整

人口の高齢化 によって,介 護給付支出は,今 後,増 大が予想されるが,委 員会が提言する

介護給付限度額のダイナ ミック化は,給 付支出のいっそうの増加を引 き起 こすことになる。

現在の現役世代の これ以上の負担増 を避けるためにも,この支出の増加分は,ダ イナミック化

によって主 として利益 を得 る年金受給者が「所得に応 じた世代調整保険料」(einkommensa-

bhangigergenerativerAusgleichsbeitrag)を 支払うことによって賄われ る。 この調整保険

料収入によって,現 役世代の保険料率は,現 在の1.7%の ままに維持 され,し かもその一部が

積立金に回されることによって,現 役世代が将来,年 金受給者になった ときに発生する調整

保険料の負担の軽減がはかられる。

リュールップ委員会は,社 会的介護保険に関 して,以 上の ような改革提言を行 うが,保 険

給付限度額のダイナ ミック化および収容介護 に対する在宅介護の優先の原則の徹底化につい

ては,現 在の大連立政権の合意事項になっている。 しか しながら,そ の具体的形態ならびに

財政方式の改革については検討事項 となってお り,今 後の動 きが注目され る。
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社会的介護保険 に関 しては,以 上の ような制度改革に加え,い ま一つ重大な問題が存在す

る。それは,2001年4月3日 に連邦憲法裁判所によって出された 「介護保険における家族の

改善」判決 に対す る対応である。連邦憲法裁判所は,こ の判決において,賦 課方式をとる社

会的介護保険において,子 供を養育 し,次 世代の育成に貢献 している被保険者 とそうではな

い被保険者が同 じ介護保険料を負担 していることは違憲であ り,子 供の養育を保険料の査定

において考慮するように,遅 くとも2004年12月31日 までに法改正することを命 じたのである。

この問題にたいし,リ ュール ップ委員会は,社 会的介護保険という限定された領域におい
15)

てのみ,子 供 を養育 している親の負担軽減をはかることに,疑 念を表明 している。 というの

も,次 世代の育成の必要性は,社 会的介護保険だけの問題ではな く,経 済社会システム全体

の問題 であるからである。それゆえ,委 員会は,子 供 を養育 している親の負担軽減を,社 会

的介護保険の保険料率の差別化 によってはかるのではな く,税 を財源 とした補助によって行

うべ きであるとしたのである。 しか しながら,こ うした リュール ップ委員会の意見に反 し,

シュレーダー政権は,2004年 に 「子供考慮法」を制定 し,2005年1月1日 以降,社 会的介護

保険の子供のいない23歳 以上の被保険者は0.25%の 追加保険料を支払うという形で,連 邦憲
16)

法裁判所の判決に対する対応策 をとったのである。このように,連 邦憲法裁判所の違憲判決

に関 しては,一 応の決着 をみたが,少 子化の進展のなかで,家 族政策的措置 をどのように進

めてい くのかは,き わめて重大な課題になってきている。現在の ところ,社 会保障のさまざ

まな領域 において個々に,家 族政策的配慮 をいっそう充実する方向で改革が進められている

が,こ れらを全体 としていかに体系づけてい くのか,今 後の動 きが注 目される。

3社 会保障改革をめぐる留意点

前節では,リ ュール ップ委員会の提言ならびに近年の制度改革をもとに,ド イツの社会保

障改革の動向について見てきた。こうした社会保障改革の動 きにたいし,ド イツの社会保障

研究の代表的論者の一人であるブレーメン大学のW.シ ュメール(W.Schmahl)は,い くつ

かの重要な論点を指摘する。以下では,か れの見解に依拠 しながら,こ の点を見てい くこと

に しよう。

3.1明 確な構想にもとつ く制度改革の必要性

シュメールによれば,社 会保険の保険料率を総計で40%以 下に抑えることが,現 在の大連

立政権の最重要課題 となっていることからもわかるように,近 年の制度改革 においては,社

会保障制度の明確 な構想に もとついて改革が行われてきたというよりもむ しろ,い かにして
17)

社会保険の保険料率を引き下げるかに重点がおかれてきたということがで きる。このことは,

経済のグローバル化の進展のなかで,ド イツ企業の競争力を高めるために,賃 金付随費用に
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直結する社会保険の保険料率の引き下げが是非とも必要 とされたからにほかならない。 しか

しなが ら,明 確な構想 もな く繰 り返 される改革は,社 会保障制度への国民の信頼を損なうも

のとな らざるをえない。 とりわけ,長 期にわたる人生設計の基礎になる老齢保障制度に関 し

ては,こ うした国民の信頼が不可欠であ り,そ れゆえ,国 民にたい し改革の基本構想を明確

に示 し,た とえ政権交代がおきた としてもその構想に変更が生 じないようにすることが必要

とされるのである。

しか しながら,シ ュメールによれば,こ うした制度への信頼が不可欠なものであるにもか

かわ らず,老 齢保障制度においては,な んら国民に明示されることなく,基 本構想の変更が
18}

はか られてきている。というのも,す でに述べたように,現 在,法 定年金保険の改革は,2001

年年金改革の方向に沿って進め られているが,こ の方向は,法 定年金保険の基本原則 と両立

しうるような ものではないか らである。すなわち,2001年 年金改革では,法 定年金保険を補

完す るもの として,私 的老齢保障 を国家助成によって奨励するシステムが導入されたが,こ

の私的老齢保障は,法 定年金保険の補完 というよりも,現 在のところは部分的であるにせよ,

まさに法定年金保険に代替するものにほかならないのである。このことは とりわけ,年 金調

整公式のなかに一種の私的老齢保障の見な し保険料率である老齢保障割合が組み入れられた

ことによって明らかになる。すでに示 されたように,老 齢保障割合は段階的に4%ま で引 き

上げられるが,こ のことは私的老齢保障による備えを被保険者が段階的に拡大 していくとの

前提の下に,そ れに応 じて,法 定年金保険の給付水準 を段階的に引き下げてい くことにほか

ならない。年金改革の方向として,今 後いっそうの私的老齢保障の拡充が 目指 されているが,

こうした方向での改革が進められれば,年 金調整公式の老齢保障割合 もそれに応 じて引き上

げ られ,そ の結果,年 金給付水準のいっそうの引き下げにつながる可能性がある。それだけ

でなく,2003年 年金改革では年金調整公式のなかに持続性要素が導入 され,こ れにより今後,

年金給付水準は,い っそう引 き下げられることになる。しかも,持 続性要素のなかには,α と

い う一種の政策変数が組み込まれ,こ れにより,年金財政の展開によっては,α の値 を政治家
19)

が意図的に操作 し,年 金給付水準 をさらに引 き下げるという事態 も想定され うるのである。

シュメールによれば,2001年 年金改革による年金給付水準の引 き下げの結果,社 会援護水

準に等 しい年金給付(平 均純賃金の40%と される)を 受けとるためには,被 保険者の平均賃

金 と同じ賃金を得ている者で約29年,平 均賃金の70%の 賃金を得ている者では約40年 の保険

期間が必要となってきている。 しか も,男 性の年金受給者の約5割,女 性の年金受給者の約

9割 が標準年金 よりも少ない年金給付 しか得ていない現状 を考慮すれば,シ ュメールが言う

ように,「将来的には長期の保険期間を有する多数の人にとってさえ,社 会援護水準 と大差の
20)

ない年金 しか獲得できな くなる危険が生 じる」ことになる。そして,こ うした事態は,所 得

に応 じた保険料拠出の正当性 を失わしめ,や がては法定年金保険制度を,税 を財源と した基
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礎年金制度へ変質させることにな りかねないのである。

もちろん,こ うした法定年金保険の給付水準の引 き下げに対 しては,私 的老齢保障の拡充

で対処す ることになるが,国 家助成がなされているとはいえ,私 的老齢保障への加入は任意

であ り,2001年 年金改革で想定 された通 りの私的老齢保障による備えが実現 される保証はな

い。低所得層 を中心に私的老齢保障による備えが不十分になれば,高 齢時の所得格差はいっ

そう拡がることになる。現在,私 的老齢保障への加入が少 しずつ普及 してきているとはいえ,

今後,法 定年金保険の給付水準がいっそう引 き下げられた場合,あ るいは私的老齢保障への
21)

加入が低調な場合,私 的老齢保障の義務化が政治 日程にのぼって くることになろう。

このように2001年 年金改革は,シ ュメールが言 うように,ド イツの老齢保障制度の根本的

なパラダイム転換 を意味するものであり,そ れゆえ,そ れはまさに,「所得に関係づけちれた
22)

法定年金保険か らの離脱の始まり」にほかならないのである。にもかかわらず,リ ュールッ

プ委員会の報告では,こ うしたパ ラダイム転換についての指摘はなく,あ くまで法定年金保

険の基本原則の維持が謳われている。こうした状況にあって,次 のようなシュメールの指摘

は,き わめて示唆に富む ものということができよう。すなわち,「法定年金保険の構想上の方

向変化 は,場 合 によると目立たず,潜 行的に実行 されうるのであ り,明 確な方向転換をつ う
23)

じてのみなされるわけではない」のである。

3.2保 険 構 想 に も とつ く制 度 改 革

以 上 の よ う な基 本 認 識 に も とつ い て,シ ュ メ ー ル は,社 会 保 障 改 革 を進 め る に あ た っ て は,

明確 な構 想 に も とつ い た 改 革 が な され ね ば な ら な い と主 張 す る。す なわ ち,「 社 会 保 障 の 個別

領 域 に関 す る明 確 な構 想 へ の 方 向づ けな しに は,首 尾 一 貫 した,政 策 的 に 『持 続 的 な』 解 答
24)

は存 在 しな い 」 の で あ る。 で は,シ ュメ ール 自身 は,ど の よ うな構 想 に も とつ い て社 会 保 障

改 革 を進 め よ う とす る の で あろ うか。 これ に 関 して,か れ は と りわ け 二 つ の視 点 を提 起 す る。

一 つ は
,社 会 保 障 の 給 付 と拠 出 の 関 係 に か か わ る もの で あ り,い ま一 つ は,少 子 化 の 進 展 の

な か で 今 日,き わ め て重 要 とな っ て い る家 族 政 策 的措 置 に関 す る もの で あ る。 こ こで は まず,

第 一 の 点 に関 す るか れ の 議 論 を見 て い くこ と に し よ う。

シ ュ メ ー ル に よれ ば,社 会 保 障 の 給 付 と拠 出 の あ り方 に関 して は,原 則 的 に2つ の基 本 構

25)

想 が 存 在 す る。 「扶 助 構 想 」(Versorgungskonzeption)と 「保 険 構 想 」(Versicherungs-

konzeption)で あ る。扶 助 構 想 は,個 人 間 の所 得 再 分 配 を 目的 とす る もの で あ り,給 付 に あ

た って 事 前 の 拠 出 は 前提 と さ れ ず,ま た,財 源 は税 に よ って賄 わ れ る。 一 方,保 険 構 想 は,

リス ク に対 す る備 え を 目的 とす る もの で あ り,給 付 を受 け るに は 保 険 料 とい う形 で の事 前 の

拠 出 が 前 提 と さ れ る。 ドイ ッ に お い て は,老 齢,医 療 な らび に 介 護 保 障 は,い ず れ も社 会保

険 方 式 を 中 心 に して 実現 され て い るが,そ の シ ス テ ム は,保 険構 想 の み に も とつ い て成 立 し
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ているものではない6む しろさまざまな形で扶助的なあるいは所得再分配的な要素が組み込

まれ,そ れゆえ,ド イツの社会保険は,保 険構想と扶助構想の混合システム ということがで

きる。 しかしながら,こ の混合は,け っして整合的なものではな く,そ のため,ド イツの社

会保険制度には重大な欠陥が存在するのである。

このような基本認識か ら,シ ュメールは,社 会保険方式を維持 しようとするのであれば,

この欠陥を除去 し,社 会保険制度を保険構想により適合 した制度へ と改革 していく必要があ

ると主張する。 とりわけ,か れが重視するのは,保 険構想に反 して拠出と給付の関係 を弱め

る原因となっている扶助的な諸課題 を,保 険料ではなく,税 財源で賄 う方式へと制度改革す
26)

ることである。法定年金保険においては,こ うした 「保険にな じまない給付」は,す でに連

邦補助を通 じて税財源で賄われるようになってきている。 しか しなが ら,シ ュメールによれ

ば,「圧倒的に扶助的に動機づけられた給付」であるにもかかわらず,依 然 として保険料収入

で賄われている大 きな領域が存在する。それは,遺 族年金の給付である。 ドイツでは,法 定

年金保険の被保険者が死亡 した場合,残 された配偶者は再婚 しない限 りにおいて遺族年金 を

受け取 ることができるが,こ の遺族年金に関しては,残 された遺族に一定額以上の所得があ

る場合,そ の超過額の一部が遺族年金か ら差 し引かれるようになっている。こうした遺族の

自己所得の算入は,遺 族が遺族年金 をそもそも必要 としているかの検査 をおこなうことにほ

かならず,そ れゆえ,遺 族年金は,扶 助的性質を有 したものとい うことがで きるのである。

こうした認識から,シ ュメールは,遺 族年金 を税財源で賄 うことを提案する。そして,法 定

年金保険の支出のうち遺族年金の比率が約1/5を 占めることから,これによ り3.5%の 保険料

率の引き下げが可能となり,こ の引き下げ効果は,2001年 年金改革で期待 されたものよりも

はるかに大きなものとなるのである。

シュメールはさらに,法 定年金保険以外の社会保険において も,同 様の改革が必要である

と主張する。 ドイツでは,連 邦補助が重要な財源の一つ となって きた法定年金保険とは違い,

法定疾病保険の場合,そ の財源のほとんどが保険料収入で賄われてお り,出産手当金等の 「保

険にな じまない給付」に関 しても,こ れまでは保険料収入で賄われてきた。 しか しながら,

この保険にな じまない給付に関しては,2004年 の医療保険近代化法によって,連 邦補助金で

賄 うように制度改正 された。シュメールは,こ の改正を正 しい方向での改革 として位置づけ

るが,し か しいまだ十分 なものではない。かれが法定疾病保険においてとりわけ問題視する

のが,「 家族共同保険」(Familienmitversicherung)の 制度である。すなわち,法 定疾病保険

の被保険者の配偶者ならびにその子供は,所 得が一定限度を超 えない場合,保 険料の負担な

しに,家 族被保険者 として法定疾病保険の被保険者 となることがで きるのである。 シュメー

ルは,事 前の拠出をせずに,医 療サービスの給付を受け取っているこうした家族被保険者の

支出に関 して も,他 の被保険者の保険料収入によってではな く,税 財源で賄 うことが適当で



ドイツの社会保障改革の動向 67

あるとする。かれによれば,こ の措置により,法 定疾病保険の保険料率を平均で約2.5%引 き
27}

下 げることができるのである。

3.3家 族政策的措置 と人的資本の形成

社会保障改革 を進めるにあたって,シ ュメールがいま一つ重視するのが,家 族政策的措置
28)

の取 り扱いである。少子化の進展にともない,今 日,家 族政策の重要性が高まってきている

が,ド イツにおいて も,児 童手当の支給だけでなく,社 会保障の さまざまな領域において,

家族政策的措置が拡充されてきている。表6は,社 会保険の領域での代表的な家族政策的措

置 を例示 した ものであるが,こ れらの給付 を賄 うために,と きには保険料収入が,と きには

税が用いられ,そ のため,家 族政策的措置の負担 と給付の関係を把握することが困難なほど,

家族政策的措置は,複 雑で多様なものになって きているのである。

表6社 全保険における家族政策的措置の例

疾病保険1介 護保険 失業保険 年金保険

一定の所得以下の配偶者と子供に対する家族共

同保険

子供のいる被保険者に

対するより高い給付額

児童養育期聞の考慮

子供のいる配偶者に対

するより高い遺族年金

給付
妊娠 ・出産の場合の給

付

介護者に対する年金保

険料の補助

(資料 出所:W.シ ュメール 「家族,社 会 保障お よび社会保険」海外社会保障研究No。143,平 成15年,72ペ ー ジより

一 部修正の上作成)

Gり し疋承族以東則惜直のめリカ乞恢 副『9Qev)t」t土 思,へeLCtJ,]EEfP「c・aSUtrJrvlvノ

介護保険判決に対するリュール ップ委員会の見解 においても指摘 されたように,次 世代の育

友が,賦 課方式をとる社会的介護保険だけの問題ではな く,経 済社会システム全体の存続 に

b・かわる問題であるということである。それゆえ,次 世代の育成に携 わっている人に対する

負担軽滅の措置は,個 々の社会保険制度の内部だけでなされるべ きものではない。シュメー

1レもまた,こ うした立場 に立ち,子 供のいない被保険者に追加保険料を課す とした2004年 の

阯会的介護保険の改革 を,「政府によって計画された施策は,そ れ自体,矛 盾 した形で,そ し

て社会的介護保険の財政状況の改善 という関心のなかで,財 政的観点の下でのみ構想された
29)

もの と思われるjと 痛烈 に批判するのである。

そのうえでシュメールは,家 族政策的措置の透明性 を向上 させ るためにも,家 族政策的措

置にかかわる財政をすべて 「家族金庫」(Familienkasse)と いう一つの制度の下に統一 し,そ

D財 源 を税によって賄 うことを提言する。図1は,か れの家族金庫の構想を図式的に示 した

ものであるが,先 に述べた法定疾病保険(な らびに社会的介護保険)の 家族共同保険の財政

もこの家族金庫 を通 じて賄われることになる。 さらに,社 会的介護保険における子供のいる
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被保険者の負担軽減措置に関 しては,被 保険者に児童一人あた り定額の手当(一 種の児童手

当の加算)を 支給することを提言す るのである。

このようにシュメールは,家 族金庫の設立 を通 じて,よ り透明性 を確保 した うえで積極的

に次世代の育成を推進 していこうとする。そこには,人 的資本の形成こそが,社 会保障のみ

ならず,将 来の ドイツの発展にとっても不可欠の前提であるとの基本認識が存在 している。

そ して,こ うした人的資本の形成は,次 世代に対 してのみ求められるものではなく,高 齢者

世代にとって も必要 とされる。高齢者の労働参加の促進 と法定年金保険における年金支給開
30)始年齢

の引き上げを,シ ュメール もまた必要な施策 と位置づける所以である。 しか しながら,

私的老齢保障に対する国家助成に典型的に見 られるように,現 在の政策の重点は,人 的資本

の形成 よりも,金 融資本の形成におかれる傾向がある。こうした状況のなかにあって,か れ

の次の ような主張は,ド イツ以上に少子 ・高齢化が進展 している日本にとって も重要な示唆

を与えるものということができる。すなわち,「人的資本の開発は将来の生産性上昇 と国民の

福祉の改善にとって非常に重要である。 この観点において,家 庭内教育(価 値観の伝達 もそ

のひとつである),な らびに全般的な教育,高 齢化社会における訓練・再訓練により生産性 を

向上 させることは最重要課題であるといえよう。……家族の役割および家族の経済状態 を改

善 させ る方法に関する議論は,国 民の関心 と公的資金 を,将 来の経済的な競争力と発展な ら
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31)
びに国民の経済的福祉の基礎 となる人的資本に向けさせる機会 となるであろう」。

4結 び にか え て

本稿においては,リ ュールップ委員会の報告をもとに ドイツの社会保険改革の動 きを概観

し,そ のうえでシュメールの所説に依拠 しながら,近 年の社会保険改革の動 きを見 るにあた

って留意すべ き点を明 らかに してきた。ただし,本 稿では,年 金保険,疾 病保険,介 護保険

以外の社会保障制度の改革,と りわけハルッ委員会報告にもとづ き進められて きている失業

保険制度の改革について取 り扱 うことはできなかった。 しか しながら,こ うした社会保障制

度全体の改革の動 きを見る場合 にも,シ ュメールが行った指摘,す なわち明確 な構想にもと

つ く制度改革の必要性 と家族政策的措置の体系化 は,重 要な視点 となって くるであろう。そ

して,こ うした視点に立って,今 後,メ ルケル政権の下で進められてい くであろう社会保障

改革の動 きもまた,見 ていかなければならない。今後の課題 としたい。
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